
○運転中のカーナビやTVの注視が道路交通法で禁止されました。（平成11年11月より）
　法律で言う「注視」とは、画像を見続ける行為のことです。
　したがって、カーナビやTV装置の使用が禁止されるわけではありません。経路情報、渋滞情報などの交通情報の場合には、
　画像を見続ける必要はなく、ちらっと見る行為を繰り返して情報を読み取るので、こうした使い方をする限りでは、
　道路交通法違反にはなりません。（警察庁交通局HPのQ&Aより抜染）
　従いましてTVが映っていても運転手はきちんと道路を見て安全に運転していれば違反にはなりません。
○車検について
　車検とは、運輸局がその車の整備状況を安全面の観点から検査するもので、音響機器やTV機器の検査項目はありません。
　したがいましてTV-Controllerが付いていても車検には通ります。

テレビコントローラーによる車検や道路交通法との見解について
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●いままで走行中見れなかった純正TVなどが
　カプラーオンの簡単取付で走行中も見ることができる！！

最新の適合情報は当社ホームページ/お客様相談室等でご確認ください。
http//www.beatsonic.co.jp/ E-MAIL hallo@beatsonic.co.jp/ お客様相談室 0561-74-5592
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適合情報は当社ホームページにてご確認ください
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